
県
道

道
路
の
種
類

第

千

八

百

五

十

三

号

平

成

十

九

年

六

月

十

五

日

美

濃

川

辺
線

路
線
名

美
濃
市
字
矢
口
三
一
二
七
番
の
一

地
先
か
ら

同

市
字
同

三
一
五
七
番
の
一

地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

四
六
七
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

同

)

四
六
八

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

四
六
八

公
安
委
員
会
告
示

○
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱

(

少

年

課)

四
六
九

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

四
七
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(
農
地
計
画
課)

四
七
一

○
基
本
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

四
七
一

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
退
任

(

街
路
公
園
課)

四
七
二

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)
四
七
二

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)
四
七
三

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

四
七
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

四
七
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

飛�
農
林
事
務
所)

四
七
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
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(
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曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

金

山

明

宝
線

路
線
名

勝

山

山

田
線

路
線
名

郡
上
市
明
宝
畑
佐
字
宮
尾
一

九
五
番
五
地
先
か
ら

同

市
同

字
小
瀬
垣

内
五
二
〇
番
一
地
先
ま
で

区

間

関
市
倉
知
字
清
水
洞
口
二
八
五
六

番
の
一
地
先
か
ら

同
市
同

字
石
佛
二
六
六
〇
番
の

二
地
先
ま
で

区

間
後 前 区

域
変
更
前
後
別 ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)備

考

区

域

名

一
般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
七
十

一
号

路
線
名

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

及
び
標
柱
一
号
と
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図
に

区

域

高
山
市
上
宝
町
見
座
字
向
九
八
二

番
一
〇
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同
九
七
八

番
一
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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活

動

区

域

下

野

示
す
と
お
り
と
す
る
。)

飛�
市
古
川
町
下
野

字
山
岸

一
九
〇
番
一

一
号

二
〇
三
番

八
号

二
〇
一
番
一

九
号

一
九
五
番

十
号

一
九
三
番

十
一
号

一
九
一
番

十
二
号

字
上
段

一
一
九
七
番
一

二
号

一
一
九
三
番
一

三
号

一
一
八
五
番
一
二

四
号

一
一
四
四
番
六

五
号

一
〇
九
四
番
一

六
号

一
〇
五
一
番

七
号

氏

名

連

絡

先

海
津
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 岐
阜
羽
島
警
察
署
管
轄
区

域 各
務
原
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 岐
阜
北
警
察
署
管
轄
区
域

同 岐
阜
南
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 岐
阜
中
警
察
署
管
轄
区
域

伊

藤

善

朗

山

田

優

武

藤

倫

亮

井

波

健

進

藤

昭

治

神

谷

保

夫

石

井

了

大

門

秋

雄

野

田

豊

喜

加

納

孝

山

田

信

治

杉

本

治

雄

栃

木

勝

行

塚

本

詔

一

杉

谷

健

技

大

野

仁

志

安

藤

基

光

水

野

信

梶

原

松

雄

木

方

誠

二

河

合

豊

海
津
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
四
―
五
三
―
〇
一
一
〇

同 同 岐
阜
羽
島
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
―
三
八
七
―
〇
一
一
〇

各
務
原
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
―
三
八
三
―
〇
一
一
〇

同 同 岐
阜
北
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
―
二
三
三
―
〇
一
一
〇

同 岐
阜
南
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
―
二
七
六
―
〇
一
一
〇

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 岐
阜
中
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
―
二
六
三
―
〇
一
一
〇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
古
川
土
木
事
務
所
及
び

飛�
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
少
年
指
導
委
員
を
平
成
十
九
年
四
月
一
日
付
け
で
委
嘱
し
た

の
で
、
少
年
指
導
委
員
規
則(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

小

川

信

也

委
嘱
し
た
委
員
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多
治
見
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 可
児
警
察
署
管
轄
区
域

加
茂
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 関
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 郡
上
警
察
署
管
轄
区
域

同 山
県
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 揖
斐
警
察
署
管
轄
区
域

同 同 大
垣
警
察
署
管
轄
区
域

垂
井
警
察
署
管
轄
区
域

養
老
警
察
署
管
轄
区
域

佐
藤
優
美
雄

松

本

信

廣

関

口

史

郎

稲

原

士

郎

加

納

敏

夫

若

園

芳

美

阪

口

慈

幸

道

家

一

郎

佐

藤

俊

介

大

坪

信

治

大

村

太

郎

坂

本

登

民

田

宏

司

瀧

瀬

忠

彦

内

藤

昭

男

岩

崎

治

満

宮

川

一

美

�
木

良

樹

馬

淵

保

雄

鹿

野

充

夫

宮

島

克

裕

多
治
見
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
二
―
二
二
―
〇
一
一
〇

同 同 可
児
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
四
―
六
一
―
〇
一
一
〇

加
茂
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
四
―
二
五
―
〇
一
一
〇

同 同 関
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
五
―
二
四
―
〇
一
一
〇

同 同 郡
上
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
五
―
六
七
―
〇
一
一
〇

同 山
県
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
一
―
二
二
―
〇
一
一
〇

同 同 揖
斐
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
五
―
二
三
―
〇
一
一
〇

同 同 大
垣
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
四
―
七
八
―
〇
一
一
〇

垂
井
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
四
―
二
二
―
〇
一
一
〇

養
老
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
八
四
―
三
四
―
〇
一
一
〇

同 飛�
警
察
署
管
轄
区
域

同 高
山
警
察
署
管
轄
区
域

下
呂
警
察
署
管
轄
区
域

恵
那
警
察
署
管
轄
区
域

同 中
津
川
警
察
署
管
轄
区
域

同

大

森

正

道

細

江

徳

隆

野

木

外

男

長

塚

克

海

今

井

稔

今

泉

毅

鈴

木

敏

明

小

島

國

彦

水

野

裕

巳

同 飛�
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
七
―
七
三
―
〇
一
一
〇

同 高
山
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
七
―
三
二
―
〇
一
一
〇

下
呂
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
六
―
五
二
―
〇
一
一
〇

恵
那
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
三
―
二
六
―
〇
一
一
〇

同 中
津
川
警
察
署
生
活
安
全
課

電
話
番
号

〇
五
七
三
―
六
六
―
〇
一
一
〇

同

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
大
地
と
ま
ち
を
創
る
匠
た
ち

三

代

表

者

の

氏

名

大
澤

泰
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
宇
佐
南
四
丁
目
八
番
地
一
六
号

昭
和
ビ
ル
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
度
な
技
術
と
経
験
を
有
す
る
会
員
相
互
の
協
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関

田

原

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

関

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
一
九
・

六
・
一
五
か
ら

同

七
・
一
三
ま
で

縦

覧

期

間

力
に
よ
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
地
域
住
民
、
行
政
、
企
業
と
の
協
働
事
業

を
実
現
す
る
た
め
、
客
観
中
立
の
立
場
か
ら
技
術
提
供
す
る
。
ま

た
、
地
域
に
暮
ら
す
人
々
の
幸
福
に
つ
な
が
る
社
会
環
境
整
備
の

実
現
の
た
め
、
地
域
社
会
に
関
す
る
調
査
研
究
、
提
言
活
動
と
そ

の
実
現
を
図
る
た
め
の
事
業
及
び
、
啓
発
・
支
援
活
動
を
行
う
。

以
上
を
も
っ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
西
濃
地
域
精
神
障
害
者
家
族
会
い
ぶ
き

会

三

代

表

者

の

氏

名

林

時
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
中
野
町
五
丁
目
九
十
六
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岐
阜
県
西
濃
地
域
に
お
け
る
精
神
障
害
者
や
そ

の
家
族
の
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
及
び
精
神
保
健
福
祉
の
増
進

に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
社
会
の
向
上
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ウ
ス
希
望

三

代

表

者

の

氏

名

久
保
田

正
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
金
屋
七
十
九
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者(

以
下
利
用
者)

に
対
し
て
軽
生

産
作
業
や
生
活
適
応
訓
練
活
動
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

対
人
関
係
や
生
活
習
慣
を
整
え
、
地
域
社
会
へ
の
参
加
支
援
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、
就
労
復
帰
な
ど
の
社
会
的
自
立
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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笠
松
こ
す
も
す
薬
局

キ
ク
ヤ
薬
局

株
式
会
社
ス
ギ
薬
局
多
治

見
南
店

タ
ナ
カ
薬
局

ジ
ャ
ス
コ
大
垣
店
薬
局

こ
こ
ろ
調
剤
薬
局
郡
上
八

幡
店

イ
シ
イ
薬
局
関
ヶ
原
店

イ
シ
イ
薬
局
垂
井
店

イ
シ
イ
薬
局
養
老
店

名

称

公
立
学
校
共
済

組
合
東
海
中
央

病
院

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
民
病
院

名

称

各
務
原
市
蘇
原
東
島

町
四
―
六
―
二

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六 所

在

地
羽
島
郡
笠
松
町
田
代
天
神
三
二
一

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
七
六
―
五

多
治
見
市
三
笠
町
一
―
八
―
一

大
垣
市
三
本
木
二
―
四

大
垣
市
外
野
二
―
一
〇
〇

郡
上
市
八
幡
町
稲
成
三
〇
一
―
一
三

不
破
郡
関
ヶ
原
町
大
字
関
ヶ
原
三
一

〇
七
―
一
三

不
破
郡
垂
井
町
東
神
田
三
―
一
六
二

養
老
郡
養
老
町
押
越
字
北
河
原
六
七

〇
―
一 所

在

地

歯
科
口
腔
外

科 耳
鼻
咽
喉
科

整
形
外
科

心
臓
血
管
外

科 眼
科

外
科

内
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

口
腔

耳
鼻
咽
喉
科

整
形
外
科

心
臓
脈
管
外

科 眼
科

小
腸

免
疫

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

同 同 同 同 同 同 同 同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 同 同 同 同 育
成
・

更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

同 同 同 同 同 同 同 同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同 同 同 同 同 同 平
成

��･�･� 指

定

年
月
日

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(
一
万
分
一
地
形
図
修
正
作
業)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら

同

二
十
年
三
月
二
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
、
羽
島
市
、
各
務
原
市
、
瑞
穂
市
、
羽
島
郡
岐
南
町
、
羽
島
郡
笠
松
町
、
本
巣
郡
北
方
町

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
退
任

土
地
区
画
整
理
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
犀

川
堤
外
地
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
当
該
組
合
の
理
事
が
次
の
と
お
り
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
理
事

退

任

年

月

日

氏

名

住

所

平
成
一
九
・

五
・
三
一

松

野

幸

信

瑞
穂
市
別
府

一
二
八
八
番
地

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
又
は
診
療
所)

(

薬
局)
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た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
垂
井
店

ひ
ば
り
薬
局

名

称

メ
イ
プ
ル
調
剤
薬
局

ア
イ
セ
イ
薬
局
金
岡
店

う
だ
つ
薬
局

メ
イ
プ
ル
薬
局

不
破
郡
垂
井
町
二
二
一
〇
―
四
五

不
破
郡
垂
井
町
杢
録
二
二
一
〇
―
四

五

所

在

地

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
二
―
四
七
―

二 多
治
見
市
金
岡
町
一
―
七
四
―
一

美
濃
市
一
八
七
七
―
六

瑞
浪
市
北
小
田
町
二
―
一
七
七

同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 同 同

同�･� 平
成
��･�･� 変

更

年
月
日

同 同 同 同

太
平
調
剤
薬
局
瑞
浪
店

ト
ー
カ
イ
薬
局
高
富
店

名

称

本

巣

郡

真

桑

方

井

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

本

巣

揖

斐

郡

真

桑

井

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

瑞
浪
市
北
小
田
町
二
―
一
七
七

山
県
市
高
富
和
合
松
一
一
九
〇
―
一

所

在

地

平
成
一
九
・

六
・

六

認

可

年

月

日

平
成
一
九
・

六
・

六

認

可

年

月

日

同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同��･�･�� 平
成
��･�･�� 辞

退

年
月
日

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名
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瀬
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七
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石
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三
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番
地
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計
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麻
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野
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〇
四
番
地
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事

中

西

淳
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八
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番
地

同

三

井

秀
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井
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五
一
二
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事
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田

勉
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市
神
岡
町
数
河

八
五
〇
番
地
四

同

福

沢

森

男

同

一
一
一
三
番
地
二

同

森

腰

文

雄

同

一
五
八
番
地

同

若

田

末

松

同

一
六
〇
二
番
地
一

同

沖

野

聡
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市
神
岡
町
東
町

七
一
三
番
地

同

山

本

克

宏

同

九
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四
番
地
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事

増

田

進

一

飛�
市
神
岡
町
石
神

一
一
〇
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四
八
四
番
地
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